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(57)【要約】
【課題】　所望のモールドの倍率に補正することができ
るインプリント装置を提供する。
【解決手段】　本発明のインプリント装置は、基板の複
数のショットに形成されたマークを検出し、配列座標値
に基づいて、原版と基板の各ショットとを位置合わせし
て、パターンを転写するインプリント装置であって、パ
ターンの大きさを調整する調整機構と、原版および基板
とは異なる位置に形成されている複数の第１マークと、
複数の第１マークと原版に形成された複数の第２マーク
とを検出するスコープと、制御部と、を備え、制御部は
、ショットの大きさに関する第１情報を取得し、第１マ
ークと第２マークとをスコープに検出させ、検出結果か
ら原版に形成されたパターンの大きさに関する第２情報
を求め、第１情報と第２情報に基づいて、原版に形成さ
れたパターンの大きさと基板上のショットの大きさの差
が小さくなるように調整機構を制御することを特徴とす
る。
【選択図】　図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板に配列された複数のショットに形成されたマークを検出し、検出結果から前記複数
のショットの配列座標値を求め、求めた配列座標値に基づいて、原版と前記基板の各ショ
ットとを位置合わせして、前記原版に形成されたパターンを基板上の複数のショットに転
写するインプリント装置であって、
　前記原版に形成されたパターンの大きさを調整する調整機構と、
　前記原版および前記基板とは異なる位置に形成されている複数の第１マークと、
　前記複数の第１マークと、前記原版に形成された複数の第２マークとを検出する第１ス
コープと、
　制御部と、を備え、
　前記制御部は、
　前記基板上のショット領域の大きさに関する第１情報を取得し、
　前記複数の第１マークと前記複数の第２マークとを前記第１スコープに検出させ、検出
結果から前記原版に形成されたパターンの大きさに関する第２情報を求め、
　前記第１情報と前記第２情報に基づいて、前記原版に形成されたパターンの大きさと前
記基板上のショット領域の大きさの差が小さくなるように前記調整機構を制御することを
特徴とするインプリント装置。
【請求項２】
　前記基板を保持する基板ステージを備え、
　前記複数の第１マークは、前記基板ステージに配置された基準板に形成されていること
を特徴とする請求項１に記載のインプリント装置。
【請求項３】
　前記第１情報は、前記基板上に形成された２つのショット領域の距離の設計値に対する
、前記基板上に形成された２つのショット領域の距離の実測値の比を示す基板倍率から求
めることを特徴とする請求項１又は２のいずれか一項に記載のインプリント装置。
【請求項４】
　前記複数の第２マークを介さずに前記複数の第１マークを検出する第２スコープを備え
、
　前記第２スコープが前記複数の第１マークを検出することで、前記複数の第１マークの
大きさの情報を求め、
　前記基板の上に形成された第３マークを前記第２スコープで検出することで、前記配列
座標値を求めることを特徴とする請求項３に記載のインプリント装置。
【請求項５】
　前記複数の第１マークは少なくとも２つ形成され、前記第２情報は２つの第１マークの
距離を示し、
　前記複数の第２マークは前記第１マークに対応したマークが少なくとも２つ形成され、
前記第１情報は２つの第２マークの距離を示すことを特徴とする請求項１～４のいずれか
一項に記載のインプリント装置。
【請求項６】
　前記第１情報は、前記原版に形成された前記パターンの大きさの設計値に対する前記基
板上に形成されたショット領域の大きさの倍率を示し、
　前記第２情報は、前記原版に形成された前記パターンの大きさの設計値に対する前記原
版に形成されたパターンの大きさの倍率を示すことを特徴とする請求項１～５のいずれか
一項に記載のインプリント装置。
【請求項７】
　前記制御部は、予め前記調整機構の複数の指令値に対して実際に前記原版のパターンの
大きさの変化を示す倍率変動量を計測し、計測結果をフィッティングさせ、前記フィッテ
ィングした前記計測結果を用いて任意の前記原版のパターンの大きさに対する倍率変動量
を求め、該求めた倍率変動量に基づいて前記調整機構を駆動させることを特徴とする請求
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項１～６のいずれか一項に記載のインプリント装置。
【請求項８】
　前記基板の複数のショットに形成されたマークを検出し、検出結果から前記基板の各シ
ョットの配列座標値を求める際に、インプリント装置の基準位置として用いられる基準マ
ークは前記複数の第１マークであることを特徴とする請求項１～７のいずれか一項に記載
のインプリント装置。
【請求項９】
　基板に配列された複数のショットに形成されたマークを検出し、検出結果から前記複数
のショットの配列座標値を求め、求めた配列座標値に基づいて、原版と前記基板の各ショ
ットとを位置合わせして、前記原版に形成されたパターンを基板上の複数のショットに転
写するインプリント方法であって、
　前記基板のショット領域の大きさに関する第１情報を取得する工程と、
　前記原版および前記基板とは異なる位置に形成されている複数の第１マークと、前記原
版に形成された複数の第２マークとを検出し、検出結果から前記原版のパターンの大きさ
に関する第２情報を取得する工程と、
　前記第１情報と前記第２情報に基づいて、前記原版のパターンの大きさと前記基板上の
ショット領域の大きさの差が小さくなるように、前記原版のパターンの大きさを変化させ
る工程と、
を有することを特徴とするインプリント方法。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか一項に記載のインプリント装置を用いてパターンを基板に形成
する工程と、
　前記工程で前記パターンが形成された基板を加工する工程と、
を含むことを特徴とするデバイス製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、インプリント装置、インプリント方法、デバイス製造方法に関し、詳しくは
、モールドに形成されたパターンの大きさを調整可能なインプリント装置、インプリント
方法、デバイス製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　インプリント技術は、パターンが形成されたモールドと、基板上に供給されたインプリ
ント材とを接触させることによりインプリント材にパターンを形成する技術である。具体
的には、基板上にインプリント材を供給し、モールドとインプリント材とを接触させる。
モールドとインプリント材とを接触させた状態でインプリント材を硬化させる。インプリ
ント材には、光が照射されることにより硬化する樹脂などが用いられる。インプリント材
を硬化させた後、インプリント材とモールドを引き離すことで基板上にパターンを形成す
る。
【０００３】
　インプリント技術では、基板上に予めパターンが形成されているショット領域に、モー
ルドに形成されたパターンを転写することがある。このため、ショット領域とモールドの
パターンとの位置合わせを行ってからパターンを転写する必要がある。具体的な位置合わ
せの方法として、いわゆるグローバルアライメント方式と呼ばれる方法が知られている。
【０００４】
　グローバルアライメント方式は、基板上のサンプルショット領域に対応するアライメン
トマークの位置を計測する。計測されたマークの位置情報を基に、基板上の全ショット領
域の位置、回転、倍率などの情報を求める。求めたショット領域の位置の情報を基に、基
板を保持する基板ステージを駆動させショット領域をモールドの下に移動させたり、回転
の情報を基に、基板ステージを回転させて補正したりする。
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【０００５】
　一方、モールドの両端を加圧することでモールドのパターン倍率を変化させる方法が特
許文献１に開示されている。ショット領域の設計値よりも大きなパターンが形成されたモ
ールドを加圧することでモールドのパターン倍率の補正を行っている。特許文献１には基
板上のショット毎に形成された基準マークと、モールドに形成された位置合わせマークと
が重なり合うようにすることでモールドの形状を調整している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特表２００７－５３５１２１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１にはグローバルアライメント方式の記載がない。グローバルアライ
メント方式の場合には、基板上のサンプルショット領域に対応するアライメントマークの
位置情報を基に基板上のショット領域の倍率を求める。基板上のショット領域にモールド
のパターンを転写するには、グローバルアライメント方式で求めたショット領域の倍率に
基づいてモールドのパターンの倍率を補正する必要がある。しかし、グローバルアライメ
ント方式で求めたショット倍率と、基板上のすべてのショット領域の倍率とが同じとは限
らない。そのため、モールドのパターン倍率を補正するために、基板上のアライメントマ
ークと、モールドのアライメントマークとが重なり合うようにしてモールドを加圧しても
、グローバルアライメント方式で求めたショット倍率に補正することができない。
【０００８】
　そのため、モールドのパターン倍率を補正する精度が低くなり、ショット領域とモール
ドのパターン領域との位置合わせ精度が低下し、不良チップが生じる恐れがあった。
【０００９】
　そこで本発明は、モールドのパターン倍率を補正する精度を向上させることができるイ
ンプリント装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明のインプリント装置は、基板の複数のショットに形成されたマークを検出し、検
出結果から基板の各ショットの配列座標値を求め、求めた配列座標値に基づいて、原版と
基板の各ショットとを位置合わせして、原版に形成されたパターンを基板上の複数のショ
ットに転写するインプリント装置であって、原版に形成されたパターンの大きさを調整す
る調整機構と、原版および基板とは異なる位置に形成されている複数の第１マークと、複
数の第１マークと原版に形成された複数の第２マークとを検出する第１スコープと、制御
部と、を備え、制御部は、基板上のショットの大きさに関する第１情報を取得し、複数の
第１マークと複数の第２マークとを第１スコープに検出させ、検出結果から原版に形成さ
れたパターンの大きさに関する第２情報を求め、第１情報と第２情報に基づいて、原版に
形成されたパターンの大きさと基板上のショットの大きさの差が小さくなるように調整機
構を制御することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明は、モールドのパターン倍率を補正する精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施形態に係る装置の構成図である。
【図２】基準板とモールドチャックの周辺を示す断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る装置の制御ブロック図である。
【図４】本発明の実施形態に係る装置のインプリント方法のフローチャートである。
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【図５】ＴＴＭアライメント顕微鏡で検出した各アライメントマークの位置関係を示す図
である。
【図６】ウエハ上のショットの配置を示す図である。
【図７】基準板上のアライメントマークの配置を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の好ましい実施形態を添付の図面に基づいて詳細に説明する。なお、各図
において、同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
【００１４】
　〔第１実施形態〕
　図１は、本発明の第１実施形態に係るインプリント装置ＩＭＰの構成図である。
【００１５】
　モールド１０は、原版、型、あるいはテンプレートと称されることもある。モールドの
パターンは電子ビーム露光等によって形成される。
【００１６】
　ウエハチャック２はウエハ１を保持可能であり、微動ステージ３上に搭載される。微動
ステージ３は、ウエハ１のθ方向（ｚ軸回りの回転方向）回転の調整機能、ウエハ１のｚ
軸方向位置の調整機能、及びウエハ１のｘｙ平面に対する傾き（チルト）の調整機能を有
する。微動ステージ３はＸＹステージ４上に配置される。ＸＹステージ４はウエハ１をｘ
ｙ平面上の所定の位置に位置決めすることができる。以下、微動ステージ３とＸＹステー
ジ４を合せて、基板ステージとする。
【００１７】
　上述の基板ステージはベース５に載置されている。また、基板ステージには、ミラー６
が取り付けられている（ｙ方向は不図示）。レーザ干渉計７がミラー６で反射した光を検
出することで、基板ステージのｘ方向及びｙ方向の位置を求めることができる。基板ステ
ージの位置を計測する手段はこの形態に限られず、公知の技術を適用可能である。
【００１８】
　モールドチャック１１は、不図示の機械的保持部を介してモールド１０を保持可能であ
る。また、モールドチャックステージ１２は、不図示の機械的保持部を介してモールドチ
ャック１１を保持可能である。モールドチャック１１は、反射面を有している。反射面で
反射した光をレーザ干渉計７’が検出することで、モールドチャック１１のｘ方向及びｙ
方向の位置を求めることができる。モールドチャックステージ１２が反射面を有していて
も良い。モールドチャック１１またはモールドチャックステージ１２の位置を計測する手
段はこの形態に限られず、公知の技術を適用可能である。
【００１９】
　モールドチャックステージ１２は、モールド１０（モールドチャック１１）をθ方向に
回転させる調整機能、及びモールド１０をｘｙ平面に対して傾ける（チルトさせる）調整
機構を有する。
【００２０】
　ベース５上の支柱８は、天板９を支持している。天板９には貫通孔が形成されている。
貫通孔を貫通するガイドバー１４の一端はガイドバープレート１３に固定され、他端はモ
ールドチャックステージ１２に固定されている。リニアアクチュエータ１５はガイドバー
１４をｚ方向に駆動可能である。リニアアクチュエータ１５は、モールド１０の昇降用に
用いられ、モールドチャック１１に保持されたモールド１０をウエハ１に押し付けたり、
ウエハ１から引き離したりすることができる。モールドチャック１１またはモールドチャ
ックステージ１２に取り付けられた複数のロードセル（荷重センサ）でモールド１０の押
し付け力を計測することができる。
【００２１】
　アライメントベース１８は支柱１９により天板９に吊り下げられている。アライメント
ベース１８はガイドバー１４が貫通しており、光源１６から照射される光をモールド１０
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へと通過させる開口を有する。また、アライメントベース１８には、ウエハ１の高さや平
坦度を計測するためのギャップセンサ２０が配置されている。ギャップセンサ２０は静電
容量センサなどが用いられる。
【００２２】
　アライメントベース１８にはＴＴＭ（スルー・ザ・モールド）アライメント顕微鏡３０
（第１スコープ）が設けられている。本実施形態では、ｘ方向とｙ方向のショット領域の
倍率をそれぞれ計測できる基準マークが、ショット領域を挟むようにしてｘ方向とｙ方向
に沿って形成されている場合について説明する。ＴＴＭアライメント顕微鏡３０はｘ方向
とｙ方向に沿って形成された基準マークを検出するために、ｘ方向とｙ方向に沿って各々
２つ設けられている。ｘ方向に沿った２つのマークを検出することでｘ方向のショット領
域の倍率を計測できる。同様にｙ方向に沿った２つのマークを検出することでｙ方向のシ
ョット領域の倍率を計測できる。ＴＴＭアライメント顕微鏡３０はモールド１０を介して
基板ステージ上に設けられた基準板５０を観察可能である。ＴＴＭアライメント顕微鏡３
０は、モールド１０と基準板５０に設けられた基準マークを検出するための光学系と撮像
系を有する。基準マークを検出することで、モールド１０と基準板５０のｘ方向及びｙ方
向の相対的な位置ずれを求めることができる。
【００２３】
　インプリント装置ＩＭＰは、ウエハ１上にインプリント材を供給するディスペンサヘッ
ド３２（供給部）を備えている。ディスペンサヘッド３２は、ウエハ１の表面にインプリ
ント材を塗布可能なノズルを備えている。本実施形態ではインプリント材として、光を照
射することで硬化する光硬化樹脂を用いる。
【００２４】
　モールド１０とウエハ１上に供給されたインプリント材とを接触させた状態で、光源１
６からコリメータレンズ１７を介して光を照射する。光源１６から照射される光の波長な
どの条件は、使用するインプリント材に合わせて適宜決めればよい。また、モールド１０
は光を透過させるために石英などの光を透過する部材で作られる。
【００２５】
　オフアクシスアライメント顕微鏡４０（第２スコープ）はウエハ１上のグローバルアラ
イメントマークと基準板５０を観察可能である。オフアクシスアライメント顕微鏡４０は
ＴＴＭアライメント顕微鏡３０と異なり、モールド１０を介さずに直接基準マークを検出
することができる。
【００２６】
　ＣＰＵ１００（制御部）は上述の基板ステージやリニアアクチュエータ１５の動作を制
御する。この制御部は、ウエハに供給されたインプリント材にモールドのパターンを転写
するインプリント動作を制御する。制御部は、遠隔操作によってインプリント装置の動作
を制御するようにしても良い。
【００２７】
　図２は本実施形態に係る基準マークの配置を示すモールドチャック１１の周辺の断面図
である。図１と符号が同じものについては説明を省略する。
【００２８】
　モールドチャック１１及びモールドチャックステージ１２は、光源１６から照射される
光をモールド１０へと通過させる開口１１Ｈ及び開口１２Ｈをそれぞれ有する。なお、本
実施形態ではモールドチャック１１とモールドチャックステージ１２が分かれているが、
一体でも良い。
【００２９】
　モールド倍率を調整するために、モールド倍率調整機構１０Ｍ（調整機構）が設けられ
ている。モールド倍率（パターン倍率）は、モールドに形成されたパターン領域の大きさ
（寸法）を表す。モールド倍率調整機構１０Ｍとして、好適には、モールド１０の側面を
加圧する加圧機構が用いられる。加圧機構で加圧することでモールド１０を圧縮すること
ができる。本実施形態では、モールド倍率調整機構１０Ｍはピエゾ素子等からなる。モー
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ルド１０を圧縮することで、モールド倍率を変化させることができる。ｙ方向のモールド
倍率調整機構１０Ｍは不図示であるが、同じような機構があり、ｘ方向及びｙ方向のモー
ルド倍率を独立に変化させることができる。
【００３０】
　基準板５０には基準マークＷ１、Ｗ２（第１マーク）が形成されている。また、モール
ド１０に形成されたパターンＰ２に対応する領域を示すパターンＰ１が基準板５０に形成
されていても良い。
【００３１】
　図３は、本実施形態に係るインプリント装置の制御ブロック図である。ＣＰＵ１００（
制御部）は上述のインプリント装置の動作を制御する。それぞれの符号と名称は上記の図
１と図２で説明したものに対応している。
【００３２】
　図４を用いて、基板上にパターンを形成する時のインプリント装置ＩＭＰの動作につい
て説明する。本実施形態では半導体デバイス作成時のインプリント装置の動作について説
明する。本実施形態は、パターンを転写する対象としてのウエハ１の第２層目以降につい
て実行されるものであり、ウエハ１には回路パターンとショットの位置を求めるためのマ
ークが形成されている。
【００３３】
　図４は本実施形態のインプリント装置が、モールドに形成されたパターンをウエハ上に
転写する場合のフローチャートである。以下に各ステップについて説明する。
【００３４】
　ステップＳ０ではインプリント装置にモールドが供給される。不図示のモールド搬送機
構で、モールドチャック１１にモールド１０を供給する。
【００３５】
　ステップＳ１では基準マーク計測を行う。オフアクシスアライメント顕微鏡４０で、基
準板５０に形成された基準マークＷ１、Ｗ２（第１マーク）を検出する。ＸＹステージ４
を駆動させて、２つのマークをそれぞれ検出することで、基準マークＷ１とＷ２との距離
を求めることができる。ステージの駆動量は前述のレーザ干渉計７で計測することができ
る。求めた計測結果は後述するモールドアライメントで用いられる。具体的には、モール
ド倍率（原版倍率）を求める基準として計測結果が用いられる。
【００３６】
　基準板５０上にパターンＰ１が形成されている場合には、基準マークＷ１とＷ２を検出
することで、パターンＰ１の大きさを求めることができる。予め基準マークＷ１とＷ２の
距離が分かっている（既知）の場合には、ステップＳ１で基準マーク計測を行う必要はな
い。
【００３７】
　ステップＳ１では、オフアクシスアライメント顕微鏡４０の代わりに、ＴＴＭアライメ
ント顕微鏡３０を使って、基準板５０に形成された基準マークＷ１とＷ２を検出すること
も可能である。
【００３８】
　ステップＳ２ではモールドアライメントを行う。ＴＴＭアライメント顕微鏡３０で、モ
ールド１０に形成されたアライメントマークＭ１、Ｍ２（第２マーク）と基準板５０に形
成された基準マークＷ１、Ｗ２（第１マーク）を検出する。モールドに形成されたパター
ンＰ２と基準板５０とが接触して傷がつかない程度に、狭ギャップ（例えば５～３０μｍ
）の状態で両マークは検出される。この時のＴＴＭアライメント顕微鏡３０によって検出
される両マークの様子を図５（Ａ）に示す。
【００３９】
　両マークを検出することで、基準板５０に対するモールド１０のθ方向の回転量と、ｘ
ｙ方向のシフト量を求めることができる。モールドチャックステージ１２でモールド１０
のθ方向の回転量を補正し、ＸＹステージ４で基準板５０のｘ方向及びｙ方向のシフト量
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を補正する。この状態でのＴＴＭアライメント顕微鏡３０によって検出される両マークの
様子を図５（Ｂ）に示す。
【００４０】
　ステップＳ３ではインプリント装置にウエハが供給される。不図示のウエハ搬送機構で
、ウエハチャック２にウエハ１を供給する。
【００４１】
　ステップＳ４ではウエハの高さ計測を行う。ＸＹステージ４が駆動して、ギャップセン
サ２０でウエハ１全面の高さ（平坦度）を計測する。この計測結果は、モールド１０とウ
エハ１上に供給されたインプリント材とを接触させる時に、モールドのパターンが転写さ
れるウエハ１のショット面を図示しない装置の基準平面に合せる際に使用される。
【００４２】
　ステップＳ５ではプリアライメントを行う。ウエハ１上に先行して形成されたプリアラ
イメントマーク（不図示）をプリアライメント計測部（顕微鏡４０を含む）で検出する。
この計測は、低倍率のスコープを用いて広い範囲を観察する。例えば、オフアクシスアラ
イメント顕微鏡４０を低倍率でマークを検出できる設定にして、プリアライメントマーク
を検出する。そして、マークの検出結果を画像処理することでインプリント装置に対する
ウエハ１のｘ方向及びｙ方向のシフト量を計測する。計測結果を基に、微動ステージ３を
駆動してｘ方向及びｙ方向のシフト量の補正、θ方向の補正を行なう。ここでは、低倍率
でマークを検出しているので、大まかな補正を行っている。また、ｘ方向及びｙ方向のシ
フト量の補正は行わずに、シフト量をオフセット値としてインプリント装置に記憶させて
も良い。
【００４３】
　ステップＳ６ではグローバルアライメント計測を行う。本実施形態では、製造するデバ
イスのチップの大きさに合わせたモールドを作製し、基板上のショットに逐次転写するい
わゆるステップアンドリピート方式を用いる。
【００４４】
　図６はウエハ１上に形成されたショットの位置を示した図である。実線の四角で示され
た領域が１つのショット領域である。ここでは、ショット領域間にスクライブラインが形
成されているものを示しているが、スクライブラインを含めてショット領域としても良い
。図６に示したサンプルショット（２，９，１３，２０）を、オフアクシスアライメント
顕微鏡４０を用いて検出することで、ウエハ１のグローバルアライメント計測を行う。具
体的には、各サンプルショットに対応して形成されたアライメントマーク（第３マーク）
をオフアクシスアライメント顕微鏡４０で検出する。オフアクシスアライメント顕微鏡の
検出結果からアライメントマークの位置を計測する。
【００４５】
　このとき、基準板５０に形成された基準マークＷ１、Ｗ２を計測する。基準マークＷ１
、Ｗ２をインプリント装置の基準位置として各サンプルショットのアライメントマークの
位置を求める。求めたサンプルショットのアライメントマークの位置から、設計値に対す
るショット配列のｘ方向及びｙ方向のシフト、θ方向の回転ずれ、ウエハ倍率（ｘ方向：
Ｗｘ、ｙ方向：Ｗｙ）を最小二乗法により求める。求めたそれぞれの値から、ウエハ１に
形成されている全ショットの配列座標値を求める。
【００４６】
　ここでは、ステップＳ２のモールドアライメントで用いた基準マークＷ１、Ｗ２をグロ
ーバルアライメント計測でも用いる。モールドは、基準マークに対するシフト補正、θ方
向の補正がなされている。共通の基準マークに基づいて求めたウエハ上のショット配列も
またシフト補正、θ方向の補正がなされている。そのため、モールドアライメントとグロ
ーバルアライメントの結果からウエハ上のショットにモールドを位置合わせすることがで
きる。
【００４７】
　モールドアライメントとグローバルアライメントとで異なる基準マークを用いた場合は
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、それぞれの異なる基準マークの配置の関係を求めるか、配置の関係を予め保存しておく
必要がある。この場合、モールドをウエハ上のショットに位置合わせをするには、モール
ドアライメントとグローバルアライメントでの補正値に加えて異なる基準マークの配置の
関係を反映させる必要がある。
【００４８】
　ここで、ウエハ倍率（基板倍率）とはウエハ上の２点間の距離の実測値と設計値の比を
倍率で示したウエハ全体の伸縮量を示すものである。例えば２点間の距離をウエハ上に形
成された２つのショット領域の距離とし、２つのショット領域の距離の設計値に対する２
つのショット領域の距離の計測値（実測値）の比を求める。
【００４９】
　また、求めたウエハ倍率からショット倍率（第１情報）を求めることができる。ショッ
ト倍率は、ショット領域の大きさを表し、例えば、設計値に対する大きさの比で表せる。
ショット倍率としては、設計値に対する倍率だけでなく、ウエハ倍率から求めたショット
領域の大きさをｘ方向、ｙ方向の長さで表しても良い。ショット倍率が設計値に対する倍
率を表している場合、ウエハ上に形成されたショットがウエハ全体の伸縮量に合わせて均
一に変化しているものとすると、上記で得られたウエハ倍率をショット倍率とすることが
できる。
【００５０】
　ステップＳ７ではモールドアライメントを行う。ステップＳ２と同様に、ＴＴＭアライ
メント顕微鏡３０で、モールド１０に形成されたアライメントマークＭ１、Ｍ２と基準板
５０に形成された基準マークＷ１、Ｗ２を検出する。ステップＳ２と同じく狭ギャップの
状態でアライメントマークを検出する。ステップＳ１で基準マークＷ１とＷ２の距離を計
測しているので、アライメントマークＭ１、Ｍ２と基準マークＷ１、Ｗ２を同時に検出す
ることでモールド倍率（第２情報）を求めることができる。モールド倍率はモールドに形
成されたパターン領域の大きさに関する情報である。例えば、モールド倍率はアライメン
トマークＭ１とＭ２間の長さ（寸法）そのものであってもよく、基準値（設計値または基
準マークＷ１とＷ２間の長さ）に対する長さの比であっても良い。
【００５１】
　基準マークが形成された基準板５０の上面から見た様子を図７に示す。図７に基準マー
クの配置を示す。図２にはｘ方向に形成された基準マークＷ１とＷ２を示したが、このよ
うな基準マークの配置は、ｘ方向と同様にｙ方向にも適用できる。図７（Ａ）のようにｙ
方向に基準マークＷ３、Ｗ４が形成されていてもよい。図７（Ａ）にはｘ方向とｙ方向に
各々２つの基準マークが形成されている例を示した。
【００５２】
　ステップＳ８では、ステップＳ７で求めたモールド倍率とステップＳ６で求めたショッ
ト倍率とを比較して、その差が、所定値以下（しきい値Ｔｈ以下）になっているか判定す
る。
【００５３】
　ステップＳ８でモールド倍率とショット倍率との差が所定値以下（しきい値Ｔｈ以下）
になっていなければ、ステップＳ９でモールド倍率補正を行う。ステップＳ６で得られた
ｘ方向およびｙ方向のショット倍率とモールド倍率との差が小さくなるように、モールド
倍率調整機構１０Ｍを所定量（ｘ方向：－Ｗｘ、ｙ方向：－Ｗｙ）駆動し、ｘ方向及びｙ
方向のモールド倍率を補正する。
【００５４】
　ステップＳ９でモールド倍率補正を行った後、再びステップＳ７のモールドアライメン
トを行い、モールド倍率を求める。モールド倍率を求めた後、ステップＳ８でモールド倍
率とショット倍率との差がしきい値以下になっているかを判定する。
【００５５】
　しかし、モールド倍率調整機構１０Ｍは、力の大きさに対するモールドの変形量の線形
性および再現性の精度が低い。駆動再現性の精度が低いため、当初意図した倍率に変化し
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ていないことが多い。そこで所定のしきい値以下になるまで、モールド１０に形成された
アライメントマークＭ１、Ｍ２と基準板５０に形成された基準マークＷ１、Ｗ２の検出と
、モールド倍率調整機構１０Ｍの駆動を繰り返す。具体的には、ステップＳ７～ステップ
Ｓ９を繰り返すことで、モールド倍率とショット倍率との差が所定のしきい値以下にする
ことができる。モールド倍率とショット倍率との差が所定のしきい値以下になった状態に
おけるＴＴＭアライメント顕微鏡３０による観察結果を、図５（Ｃ）に示す。
【００５６】
　ステップＳ８でモールド倍率とショット倍率との差がしきい値以下になると、ステップ
Ｓ１０でパターン転写を行う。ステップＳ６のグローバルアライメント計測で、基準マー
クＷ１、Ｗ２を基準として、ｘ、ｙ方向のシフト、θ方向の回転量を含めたショットの配
列を求めている。ショット毎の転写を行なう際の基板ステージの位置合せ目標位置は、ス
テップＳ６で求めたショットの配列情報を基に決定される。これは、従来のステップアン
ドリピート方式の半導体露光装置で用いられているグローバルアライメント計測の手法と
同じものである。
【００５７】
　ステップＳ１０ではパターン転写を行う。ウエハ１上の各ショットにパターン転写を行
う。本実施形態のインプリント装置はディスペンサヘッド３２でウエハ１上にインプリン
ト材を供給する。モールド１０のパターンとインプリント材とを接触させる。接触させた
状態で、光源１６からの光を照射することによりインプリント材を硬化させる。硬化した
インプリント材とモールド１０とを引き離すことにより、ウエハ１上にパターンが転写さ
れる。このようなパターンの転写をウエハ上全てのショットに対して行う。
【００５８】
　ステップＳ１０のパターン転写時には、ステップＳ６で求めたショットの配列情報を基
に基板ステージが駆動する。基板ステージの駆動により、ウエハ１は位置決めされる。駆
動量はレーザ干渉計７で求めることができる。ステップＳ９でモールド倍率をウエハ倍率
から求めたショット倍率に合わせてある。これにより、グローバルアライメント計測から
求めたショット倍率に合わせたモールド１０のパターンを、ウエハ上のショットの位置に
精度よく転写することができる。
【００５９】
　ステップＳ１１ではウエハの回収を行う。ステップＳ１０で全てのショットに対してパ
ターンの転写が終了すると、不図示のウエハ搬送機構でウエハチャック２からウエハ１を
回収する。
【００６０】
　ステップＳ１２では、パターン転写を行なうウエハがあるかどうかの判定が行なわれる
。モールド１０を変えずにパターンを転写するウエハがある場合はステップＳ３に戻り、
新しいウエハをインプリント装置に供給する。新しいウエハに対して上述のステップを行
うことで同様にパターンを形成することができる。一方で、モールド１０を変える必要が
ある場合や、パターンを転写するウエハが無い場合は次のステップに進む。
【００６１】
　ステップＳ１３ではモールドを回収する。不図示のモールド搬送機構で、モールドチャ
ック１１からモールド１０を回収する。モールド１０を回収して、ウエハへのパターン転
写を終了する。
【００６２】
　以上のように、モールドに形成されたアライメントマークとステージ上の基準板に形成
された基準マークを顕微鏡で検出して、両者の位置関係を計測する。基準マークを検出し
て、グローバルアライメント計測で求めたショットの大きさに合わせるようにモールド倍
率を変化させる。これにより、モールドに形成されたショット（パターン領域）をグロー
バルアライメント計測で求めたウエハ倍率になるまで追い込むことができる。ウエハ上の
ショット領域に対して精度よくモールドのパターンを転写することができる。
【００６３】



(11) JP 2014-110384 A 2014.6.12

10

20

30

40

50

　本実施形態ではウエハの最初のショットにおいて上述のモールド倍率補正が実行される
。インプリント動作ではモールドに対して大きな力が加わる。そのため、最初にモールド
倍率補正を行っても、パターンの転写を繰り返すうちにモールド倍率からずれてしまう恐
れがある。その場合は、最初に行うモールド倍率補正に加えて、基板上にパターンを転写
する途中のショットでもモールド倍率補正を行っても良い。この場合も、基準マークを検
出してグローバルアライメント計測で求めたウエハ倍率にモールドの倍率を補正する。
【００６４】
　〔第２実施形態〕
　第１実施形態では、図７（Ａ）で示したように、ｘ方向及びｙ方向に各々２つの基準マ
ークが形成されている場合について説明した。基準マークの数がモールドの倍率補正に用
いられる計測点の数を示す。
【００６５】
　本実施形態ではｘ方向及びｙ方向に各々４つの基準マークが形成されている場合につい
て説明する。
【００６６】
　図７（Ｂ）に基準板５０の上に形成された基準マークを示す。パターンＰ１の隅に、ｘ
方向計測用基準マークＷ１Ｘ、Ｗ２Ｘ、Ｗ３Ｘ、Ｗ４Ｘとｙ方向計測用基準マークＷ１Ｙ
、Ｗ２Ｙ、Ｗ３Ｙ、Ｗ４Ｙが配置されている。またモールド１０には基準板５０の基準マ
ークと対応した位置に不図示のアライメントマークＭ１Ｘ、Ｍ２Ｘ、Ｍ３Ｘ、Ｍ４Ｘ及び
Ｍ１Ｙ、Ｍ２Ｙ、Ｍ３Ｙ、Ｍ４Ｙが形成されている。
【００６７】
　ＴＴＭアライメント顕微鏡３０は、モールド１０と基準板５０のそれぞれに形成され、
対応関係にある基準マークとアライメントマーク（例えばＷ１ＸとＭ１Ｘ）を検出し、位
置ずれを計測する。それぞれの基準マークを計測するために、本実施形態のインプリント
装置はＴＴＭアライメント顕微鏡３０を８つ備えている。
【００６８】
　このようなアライメントマークを検出することで、ｘ方向及びｙ方向の相対的位置ずれ
量、ウエハ倍率、モールド倍率に加えて、直交度（スキュー度）、ｘ方向の台形度、ｙ方
向の台形度も求めることができる。そしてモールドの側面を多点で加圧圧縮するモールド
倍率調整機構を使えば、モールドの歪みをより正確に補正することができる。
【００６９】
　〔第３実施形態〕
　上述の実施形態では、ウエハ毎にステップＳ７～Ｓ９を行いモールド倍率とショット倍
率の差をしきい値以下に追い込んでいた。しかし、一般的にはロット単位に含まれるウエ
ハ間でウエハ倍率の変化は小さい。また、モールド倍率調整機構の駆動量が小さければ、
力の大きさに対するモールドの変形量の線形性および再現性の誤差も小さくなると考えら
れる。
【００７０】
　そこで、本実施形態ではＴＴＭアライメント顕微鏡３０を用いたショット倍率の追い込
みはロット先頭のウエハだけとする。一枚目のウエハに対して、上述の倍率補正を行う。
二枚目以降のウエハに対しては、グローバルアライメント計測から求めたショット倍率の
値と、一枚目のショット倍率の値との変化を求める。値の変化が所定値以上であれば、モ
ールド倍率調整機構を駆動し、ステップＳ７～Ｓ９のモールド倍率補正を行う。値の変化
が設定値以下であれば、モールド倍率調整機構を駆動させずに、パターンの転写を行う。
また、値の変化が小さければ、モールド倍率調整機構の力の大きさを制御することによる
倍率の補正を行っても良い。
【００７１】
　本実施形態によれば、ウエハ倍率補正に要する時間を短縮することができ、スループッ
トを向上させることができる。
【００７２】



(12) JP 2014-110384 A 2014.6.12

10

20

30

40

50

　〔第４実施形態〕
　上述の実施形態では、ステップＳ７～Ｓ９のモールド倍率計測とモールド倍率補正とを
繰り返すことで、モールド倍率とグローバルアライメント計測で得られたショット倍率と
の差をしきい値Ｔｈ以下に追い込んだ。
【００７３】
　本実施形態では、事前にモールド倍率調整機構１０Ｍの駆動可能範囲の中でモールド倍
率の指令値を複数設定する。複数の指令値に対する実際の倍率変動量をそれぞれ測定し、
測定結果を最小二乗法などでフィッティングしておく。そうすればステップＳ９で、任意
のモールド倍率補正値に対する最適なモールド倍率調整機構の駆動量を求めることができ
る。このように、予めモールド倍率に対する駆動量を求めておけば、倍率補正に要する時
間を短縮することができる。
【００７４】
　例えば、モールド倍率変化の指令値と実際のモールドの倍率調整駆動量を学習させれば
、短い時間でモールド倍率補正を行うことができる。このように、モールド倍率補正時の
計測結果のデータを保存して、学習させることによって駆動量に対する補正値の精度を高
めることができる。
【００７５】
　上述の何れの実施形態も、グローバルアライメント計測でショットの配列の基準となる
マークと、モールドに形成されたパターン領域の大きさを求める基準となるマークとが同
じものを説明したが、２つのマークは異なっていても良い。また、モールドに形成された
パターンの領域の大きさを求める基準となるマークは、基準板以外に形成されていても良
い。基板とは異なる位置に有していればよく、ウエハステージやウエハチャックに基準と
なるマークが形成されていてもよい。
【００７６】
　また、何れの実施形態もモールド倍率を補正するために、モールド倍率とショット倍率
と比較する場合について説明した。しかし、ショット領域の大きさが、ウエハ倍率に基づ
いて決まる場合には、ショット倍率を求める代わりにウエハ倍率をそのまま用いて、モー
ルド倍率と比較しても良い。
【００７７】
　ショット領域の大きさを示すショット倍率は、ウエハ倍率からだけではなく実際のショ
ット領域を計測して求めても良い。ショット領域に対応したアライメントマークを検出す
ることでショット倍率を求めることができる。図７（Ａ）のアライメントマークＷ１～Ｗ
４を検出することで、ｘ方向とｙ方向の長さが計測できる。また、図７（Ｂ）のアライメ
ントマークＷ１Ｘ～Ｗ４Ｘ、Ｗ１Ｙ～Ｗ４Ｙを検出することで、ｘ方向とｙ方向の長さに
加えて直交度（スキュー度）、ｘ方向の台形度、ｙ方向の台形度も求めることができる。
【００７８】
　ウエハ倍率やショット倍率は必ずしも上記のインプリント装置で求める必要はない。他
の装置で求めたウエハ倍率やショット倍率の値を取得しても良い。取得した値を基に上述
した方法でモールド倍率を変化させることができる。
【００７９】
　上述の実施形態では、光を照射することによってインプリント材を硬化させる光硬化法
について説明した。この光硬化法を用いてパターンを形成する方法は、温度制御が比較的
容易に行なえる点や透明なモールド越しに基板上のアライメントマークの観察が出来る点
から半導体集積回路の製造に適していると言える。
【００８０】
　インプリント技術には光硬化法の他に、熱の作用によりインプリント材を硬化させる熱
サイクル法など、幾つかの種類がある。本発明は、光硬化法に限らず、その他のインプリ
ント技術についても適用することができる。
【００８１】
　〔デバイス製造方法〕
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　デバイス（半導体集積回路素子、液晶表示素子等）製造方法は、上述したインプリント
装置を用いて基板（ウエハ、ガラスプレート、フィルム状基板）にパターンを形成する工
程を含む。さらに、該デバイス製造方法は、パターンを形成された基板をエッチングする
工程を含みうる。なお、パターンドメディア（記録媒体）や光学素子などの他の物品を製
造する場合には、該製造方法は、エッチングの代わりに、パターンを形成された基板を加
工する他の処理を含みうる。本実施形態の物品製造方法は、従来の方法に比べて、物品の
性能・品質・生産性・生産コストの少なくとも一つで有利である。
【００８２】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形および変更が可能である。
【符号の説明】
【００８３】
　１　ウエハ
　１０　モールド
　３０　ＴＴＭアライメント顕微鏡（第１スコープ）
　４０　オフアクシスアライメント顕微鏡（第２スコープ）
　５０　基準板
　１００　ＣＰＵ

【図１】 【図２】
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